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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
自
殺
し
た
自
衛
官
を
巡
る
訴
訟
問
題
に
対
す
る
防
衛
省
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

防
衛
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
四
〇
号
。
以
下
「
前
回

答
弁
書
」
と
い
う
。
）
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
不
適
切
な
文
書
管
理
」
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
に
関
す
る
情
報
公
開
請
求

に
対
す
る
不
適
切
な
対
応
」
及
び
「
ア
ン
ケ
ー
ト
原
本
の
存
在
を
認
識
し
た
担
当
者
に
よ
る
報
告
の
遅
延
」
は
、
指
示
に
基

づ
き
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
関
係
職
員
に
お
い
て
、
行
政
文
書
の
管
理
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
法
令
に
関
す
る

知
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
、
情
報
公
開
業
務
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
生

じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
点
も
含
め
、
防
衛
省
に
お
い
て
、
関
係
者
の
責
任
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点

で
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



前
回
答
弁
書
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
現
在
、
関
係
者
に
対
し
、
様
々
な
角
度
か
ら

調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
も
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
四
日
提
出
質
問
第
一
四
〇
号
）
及
び
前
回
答
弁
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

河
野
克
俊
海
上
幕
僚
長
は
承
知
し
て
い
た
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

三
等
海
佐
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
を
実
施
し
て
き
た
が
、
前
回
答
弁
書
を
内
閣
と
し
て
決
定
し
た

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日
の
閣
議
後
に
三
等
海
佐
に
対
す
る
調
査
が
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、
河
野
克
俊
海
上
幕
僚
長
は
同

日
の
会
見
に
お
い
て
、
記
者
か
ら
の
質
問
に
応
じ
、
三
等
海
佐
を
処
分
す
る
考
え
は
な
い
旨
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

二


